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労働組合対応、労基署対応、使用者側の労務トラブルを弁護士 向井蘭が解決！
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★休職に関するグレーゾーン対応（３） 

休職者がリハビリ勤務を希望したが、会社

と賃金面で折り合わず、会社の定める条件

（短時間勤務、時給計算（従来より 3 割減））

で勤務を命じたい。かかる命令は違法か？ 

① 勤務時間について 

雇用契約は、労働者が労務の提供を行う

こと、使用者が賃金を支払うことの主に２

つの債務により成立します。 

 労働者は労務の提供を行わなければなら

ず、雇用契約書や就業規則に定めた所定労

働時間は労務の提供を行わなければなりま

せん。 

 リハビリ勤務が短時間勤務を指すもので

あれば、それは雇用契約上の義務の所定労

働時間の労務の提供を行っていないことに

なります。使用者は、労働者が所定労働時

間労務の提供を行えることを前提に雇用契

約を結んでいるからです。そのため、使用

者は、労働者が所定労働時間よりも短い勤

務をすることを求めたとしても、その要求

を断ってもかまいません。短時間勤務を求

めることは労働者の権利ではありません。 

 一方で、いきなり休職前の業務を所定労

働時間行うのも難しいかもしれません。こ

のような場合は、実務上、業務の負担を減

らして、所定労働時間勤務していただくこ

とになるかと思います。 

② 賃金について 

使用者は、労働者に対し、予め約束して

いた賃金を支払う義務があります。労働者

が所定労働時間勤務し、その内容が休職前

と変わりがなければ問題がないとは思いま

すが、休職前よりも負担が少ない業務を労

働者が希望し、それが賃金と見合わないと

使用者が判断した場合は、どうしたらよい

でしょうか？ 

通常は、労働者と使用者で話し合いを行

い、労働時間や賃金について一定の合意書

を結んで勤務することになると思います。 

ところが、労働者によっては、休職前と

は異なる負担の軽い業務を行うことを求め

つつ、賃金は従来どおりもらいたいと希望

することがあります。 

使用者は、労働者にどのような業務を行

わせるか広い裁量を有しています。使用者

が労働者の希望（「より負担の軽い業務に従

事したい」）を受け入れるか否かは使用者の

裁量に委ねられています。使用者が労働者

の希望を受け入れて、あえて労働者に負担

の少ない業務を行わせた場合は、賃金を一

方的に下げることはできません。使用者が

労働者の希望を受け入れたくないのであれ

ば、本来予定していた業務を行えない（債

務不履行）ことには変わりはありませんの

で、休職を続けていただくことになるかと

思います。 

欧米の様に職務の内容で賃金が決まるの

であれば、このような問題が生じないので

すが、日本の場合はあいまいに賃金を定め

ていますので、このような問題が生じてし

まいます。粘り強く話し合うしかないのが、

現状です。 
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